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○
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
抜
粋

（
事
故
届
）

第
九
十
六
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
事
故
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
十

七
の
事
故
届
書
（
特
定
消
費
設
備
に
係
る
事
故
の
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
五
十
七
の
二
の
事
故
届
書
）
を
事
故
の
発
生
し

た
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


